
 

　
国
内
に
居
住
す
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
す
べ
て
の
人
は
国
民
年
金
に

加
入
し
、
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

１
．
老
後
を
支
え
ま
す
…
老
齢
基
礎

　
年
金

２
．
病
気
や
け
が
で
障
害
の
状
態
に

　
な
っ
た
と
き
に
支
え
ま
す
…
障
害

　
基
礎
年
金

３
．
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、

　
子
の
あ
る
配
偶
者
、
子
を
支
え
ま

　
す
…
遺
族
基
礎
年
金

　
公
的
年
金
制
度
は
、
現
役
世
代
が

納
め
る
保
険
料
で
高
齢
者
の
方
の
年

金
を
負
担
す
る
と
い
う
「
世
代
と
世

代
の
支
え
合
い
」
が
基
本
で
す
。

　
収
入
が
な
く
保
険
料
の
支
払
い
が

困
難
な
場
合
は
、
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」（
学
生
の
み
）、「
若
年
者
納
付

猶
予
制
度
」（
30
歳
未
満
）
な
ど
の
保

険
料
納
付
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
。

★
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

　
学
生
の
方
は
一
般
的
に
所
得
が
少

な
い
た
め
、
ご
本
人
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
、
国
民
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
対
象
と
な
る
学
生
は
、
学
校
教
育

法
に
規
定
す
る
大
学
（
大
学
院
）
、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学

校
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
（
修

業
年
限
１
年
以
上
で
あ
る
課
程
）、一

部
の
海
外
大
学
の
日
本
分
校
に
在
学

す
る
方
で
す
。

★
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

　
学
生
で
な
い
30
歳
未
満
の
方
で
、

本
人
及
び
配
偶
者
の
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
に
、
国
民
年
金
保
険
料

の
納
付
が
猶
予
さ
れ
る
制
度
で
す
。

　
ど
ち
ら
の
制
度
も
、
承
認
さ
れ
た

期
間
は
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
取
る

た
め
に
必
要
な
期
間
に
算
入
さ
れ
ま

す
が
、
年
金
額
に
は
反
映
さ
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
収
入
を
得
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
保
険
料
の
納
付
が
可
能
に

な
っ
た
時
に
「
追
納
制
度
」
を
ご
利

用
い
た
だ
け
れ
ば
、
将
来
受
け
取
る

年
金
を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
年
金
事
務
相
談
所
開
設

●
日
　
時
　
２
月
７
日(

木)

●
場
　
所
　
役
場
３
０
２
会
議
室

　
高
額
介
護
合
算
療
養
費
及
び
医
療

費
通
知
に
つ
い
て
　 

■
高
額
介
護
合
算
療
養
費
に
つ
い
て

　
医
療
と
介
護
の
両
方
を
利
用
し
て

い
る
世
帯
の
自
己
負
担
を
軽
減
す
る

制
度
で
す
。
同
じ
世
帯
の
被
保
険
者

が
、
１
年
間
に
支
払
っ
た
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
と
介
護
保
険
の
自
己
負

担
額
の
合
計
が
限
度
額
を
超
え
た
と

き
は
、
そ
の
超
え
た
額
が
後
期
高
齢

者
医
療
制
度
及
び
介
護
保
険
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。
な
お
、
手
続
き
に
は

市
町
村
窓
口
へ
の
申
請
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
申
請
さ
れ
る
方
は
、
住
民

課
国
保
医
療
グ
ル
ー
プ
ま
で
申
し
出

く
だ
さ
い
。

○
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
ま
た
は
介

護
保
険
の
自
己
負
担
額
の
い
ず
れ
か

が
０
円
の
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

○
支
給
額
が
５
０
０
円
未
満
の
場
合

は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◆
自
己
負
担
限
度
額
表

（
１
年
分
の
自
己
負
担
額
の
計
算
期

　
間:

８
月
１
日
〜
翌
年
７
月
31
日
）

※
１
　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

　
で
あ
る
方

※
２
　
世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

　
で
あ
り
、
世
帯
全
員
の
所
得
が
０

　
円
の
受
給
額
（
公
的
年
金
収
入
の

　
み
の
場
合
、
そ
の
受
給
額
が
80
万

　
円
以
下
）
、
ま
た
は
老
齢
福
祉
年

　
金
を
受
給
し
て
い
る
方

■
医
療
費
通
知
の
送
付
を
希
望
さ
れ

る
方
へ

　
北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、
発
行
を
ご
希
望
さ
れ
る
方

を
対
象
に
、
医
療
費
を
半
年
ご
と
に

ま
と
め
た
医
療
費
通
知
を
送
付
し
て

い
ま
す
。
次
回
の
発
行
は
平
成
25
年

３
月
（
平
成
24
年
７
〜
12
月
）
に
行

い
ま
す
。

◆
新
た
に
発
行
を
ご
希
望
の
方
は
ご

連
絡
く
だ
さ
い

　
新
た
に
発
行
を
ご
希
望
の
方
は
、

お
手
数
で
す
が
、
北
海
道
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
ま
た
は
住
民
課
国

保
医
療
グ
ル
ー
プ
へ
ご
連
絡
く
だ
さ

い
（
電
話
で
の
ご
連
絡
だ
け
で
手
続

き
で
き
ま
す
）
。

●
す
で
に
「
発
行
希
望
」
の
ご
連
絡

を
い
た
だ
い
て
い
る
方
に
つ
き
ま
し

て
は
、
継
続
し
て
発
行
し
ま
す
の
で
、

再
度
の
ご
連
絡
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
こ
の
通
知
を
受
け
取
ら
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
申
請
等
の
手
続
き
を
さ
れ

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
こ
の
通
知
を
確
定
申
告
な
ど
の「
医

療
費
控
除
」
の
領
収
書
の
代
わ
り
と

す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

新成人のみなさん　
おめでとうございます

■問合せ
　室蘭年金事務所（お
　客様相談室）
　　0143-50-1004
　住民課住民・戸籍
　年金グループ
　　74-3002

後期高齢者医療制度
のお知らせ

■問合せ
　住民課国保医療グ
　ループ
　　74-3002

■
20
歳
に
な
っ
た
ら国

民
年
金

■
国
民
年
金
（
基
礎
年
金
）

３
つ
の
メ
リ
ッ
ト

■
世
代
と
世
代
の

支
え
合
い
の
仲
間
入
り

■
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
と

「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」

負担割合   

３ 割   

１ 割 区分Ⅱ（※１）

区分Ⅰ（※２）

区 分

現 役 並 み 所 得 者

一 般

６７万円

５６万円  

３１万円 

１９万円
住民税非課税世帯

自己負担額の
合計の基準額


